
 

『第 5 弾塩竈に寄ってけさいん観光プロモーション事業』 

クーポン取扱事業者募集のご案内 
 

 塩竈市では、食料品価格等の物価高騰により影響を受けている市内観光関連事業の活性化策として、
『第 5弾塩竈に寄ってけさいん観光プロモーション事業』を展開するため、『塩竈寄ってけさいんクー
ポン』の取扱事業者を募集します。 
 
１ 事業概要 
（1）目的 
 本事業は市内の観光施設や宿泊施設における観光客の消費拡大と市内回遊を目的とする「観光プロモ
ーション」事業の一環として行うものです。 
 
（2）内容  
 クーポン１枚につき 500円分の金券として商品やサービスの取引の対価として取り扱う。 
（「見本」を後日提供します） 

クーポン名称 額面 備考 

塩竈に寄ってけさ

いんクーポン 
500円 

塩竈市、松島町、仙台市秋保地区等の宿泊施設においてパンフレットと

セットになったクーポンを配布するものです。 

500円×4枚綴（2,000円分）全 15,000セット 

 

（3）取扱事業者 
 市内に事業所を有する以下に該当する事業者 
・宿泊施設（宿泊費を除く） 
・塩竈市観光物産協会会員のうち観光施設・観光物産の販売を行う飲食店・小売店等を営む事業者 
 （大型店を除く）   
・塩竈寿司海道、塩釜寿司業組合会員 
・門前町商店街おもてなし会会員 
・その他、希望する事業者 
※本事業は塩竈市の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用するため、塩竈市内の事業者を 
対象とします。 

 
（4）クーポン使用可能期間 
  令和 8年 5月 9日（土）～令和 8年 10月 31日（土） 
※なくなり次第配布終了となります。 

 
（5）事業主体 
  塩竈市観光物産協会 
 
（6）その他留意事項 
・事業ＰＲのための掲示物等は塩竈市観光物産協会が用意します。 
・天災地変その他の事情や新型コロナウイルス感染拡大等の社会情勢の変化により、本事業を停止・中止
する場合があります。 
 
２ 手続きについて 
（1）利用登録 
  ①提出書類 
   『塩竈に寄ってけさいんクーポン』取扱事業者参加申込書（様式２） 
   ※お手数をおかけしますが、店舗名は正式名称を、住所・営業時間につきましては最新の情報をご 

記入ください。 
  ②申込受付期限 
   令和 8年 3月 24日（火）（必着） 
  ③提出先 
   塩竈市観光物産協会事務局（塩竈市産業建設部商工観光課内） 

〒985-0052 塩竈市本町 1-1 壱番館 2階 FAX 364-1169 
郵送、持参、またはＦＡＸにてご提出をお願いします。 



 
（2）クーポンの取り扱い 
  ・クーポンは１枚あたり 500円の金券として塩竈市内の取扱店で使用することができます。 
  ・クーポンは、宿泊代金には利用できません。宿泊施設での利用は、館内での飲食等の利用代金に 

使用できます。（浦戸地区宿泊施設においてはマリンゲート駐車券にも利用可能） 
・利用者は、国や県が発行する旅行クーポンと併用することが可能です。 

  ・クーポンが利用された場合、釣銭は不要です。 
  ・お客様がクーポンを紛失された場合でも再発行はいたしません。 
  ・お客様が使用しきれなかったクーポンを換金することはできません。 
  ・複製品にご注意ください。 
   ※クーポンの記載例は下記画像をご参照ください。 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ クーポンの精算について 
  ・クーポンの精算は、塩竈市観光物産協会が委託する精算事業者が行います。 

精算方法の詳細は、別途ご連絡いたします。 
・使用されたクーポンには、使用済み欄に担当者認印を押印願います。 
・使用済みクーポンは紛失しないようご注意ください。紛失された場合はお支払いすることができ
ません。 

・精算については口座振込により、6月上旬頃から 11月下旬頃までの計 6回を予定しております。 
・その他、ご不明な点があれば下記までお問合せください。 

 
４ お問合せ 

塩竈市観光物産協会事務局（塩竈市産業建設部商工観光課内） 
〒985-0052 塩竈市本町 1-1 壱番館 2階 TEL 022-364-1165 FAX 022-364-1169 
E-mail：kankou@city.shiogama.miyagi.jp 

 


